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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年８月９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月２３日（土） １５時００分ごろ 

発生場所 明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖 

兵庫県加古川市所在の東播磨港別府西防波堤灯台から真方位１７９°６,

９００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３８.１′ 東経１３４°４９.９′） 

事故調査の経過  平成２３年７月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー 第八古河
ふるかわ

丸、８５トン 

   １４０１６４、古河運輸株式会社 

   ２９.７５ｍ×６.５０ｍ×３.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５９９kＷ、平成１７年３月 

Ｂ モーターボート おざき、２.８トン 

   ２９１－３４２５３兵庫、個人所有 

   ８.２９ｍ（Lr）×２.３５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６５kＷ、平成６年６月８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２年１２月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１２月１３日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１２月１８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月１日 

    免許証交付日 平成２３年４月７日 

           （平成２８年１２月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷後部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部を大破 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び機関長が乗り組み、平成２３年７月２３日１４時０

０分ごろ、兵庫県姫路市家島諸島の南東方沖において、船長Ａが船橋当直

に就き、約０８７°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１０.０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により明石海峡航路西口

に向けて航行した。 
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 船長Ａは、操舵室前面の中央部付近で立って見張りを行い、播磨灘北航

路第１０号灯浮標の南方約０.５海里（Ｍ）を通過したのち、右舷前方約

０.５ＭにＢ船を視認し、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過する態勢に見えたの

で、その後、Ｂ船が操舵室右舷側の窓枠によって視認できなくなったもの

の、Ａ船と左舷を対して通過する態勢の左舷船首方の砂利採取運搬船の動

静に注意を向けて東進した。 

船長Ａは、右舷側至近にＢ船を視認し、手動操舵に切り換えて右舵を取

ったが、１５時００分ごろ、東播磨港別府西防波堤灯台から１７９°６,９

００ｍ付近において、Ａ船の右舷後部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１４時５０分ごろ釣りを終えて明石

海峡西口の高蔵
たかくら

瀬付近の釣り場を発進し、約３２０～３３０°の針路及び

時速約３３㎞（約１７.８kn）の速力で姫路市妻鹿漁港に向けて帰途につい

た。 

船長Ｂは、操舵室内が暑かったので操舵室内の操縦席から離れ、操舵室

右舷後方の通路付近に立ち、操舵室の右舷後方に設置された外部操縦装置

で手動操舵を行い、操舵室によって左舷側が視認できない状態で北西進し

た。 

船長Ｂは、左舷側至近にＡ船を視認して機関を中立としたが、１５時０

０分ごろＡ船と衝突した。 

船長Ａは、１５時１５分ごろ海上保安庁に事故の発生を通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約５０cm、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、約２５年間海上勤務をしたのち、平成１８年１２月に硫酸の

輸送に従事するＡ船に乗船し、平成２２年１２月に船長職に就き、岡山県

玉野市宇野港と阪神港大阪区との間を１か月に約１０航海していた。 

 Ａ船は、本事故当時、本来の機関長が休暇下船していたので、五級海技

士（機関）の免許を受有している一等航海士が機関長職に就いており、船

長Ａが宇野港での出港操船に続いて１１時００分まで船橋当直に、機関長

が１１時００分～１４時００分の船橋当直にそれぞれ就き、１４時００分

から船長Ａが船橋当直に就いていた。 

Ａ船は、本事故当時、空船であり、出港時の喫水は、船首約１.０ｍ、

船尾約２.５ｍであった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖を東進

中、船長Ａが、右舷前方に視認したＢ船がＡ船の

船尾方を通過するものと思い込み、左舷船首方の

反航船に注意を向け、操舵室の窓枠によってＢ船

が視認できなくなっていたものの、Ｂ船に対する

適切な見張りを行っていなかったことから、Ｂ船

と接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

Ｂ船は、明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖を北西進
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中、船長Ｂが、操舵室右舷後方の通路付近に立っ

て操船を行い、操舵室によって左舷側が視認でき

なくなっていたものの、適切な見張りを行ってい

なかったことから、Ａ船が左舷側から接近してい

ることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船

が北西進中、船長Ａ及び船長Ｂが適切な見張りを行っていなかったため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・接近する他船を認めた場合は、継続して動静確認を行い、衝突のおそ

れの有無について適切に判断すること。 

・操舵室の窓枠などの構造物によって死角が生じている場合には、移動

するなどして死角を補う適切な見張りを行うこと。 

 




